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株主の皆様へ

代表取締役社長

南野 利久

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
ここに、第41回定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。第41期

（2025年３月１日から2026年２月28日まで）の事業報告および株主総会の議
案につきまして、何卒ご一読賜りますようお願い申しあげます。
当社グループは、2025年4月に設立40周年を迎えました。
この節目にあたり、今後の成長を見据えた中期経営計画を策定し、向こう3年

間でさらなる成長を加速させるべく、当連結会計年度を「Re-Start（再始動）」
の初年度と位置づけ、各種施策を着実に推進してまいりました。その結果、主力
である調剤薬局事業、ヘルスケア事業、医薬品卸事業のすべてにおいて増収を達
成いたしました。また、グループ全体の事業規模拡大に伴い、組織改編を含め、
より強固な経営基盤の構築を進めてまいりました。これらの取り組みのもと、当
連結会計年度末におけるグループの拠点網は、1都1道2府24県へと拡大してお
ります。
当社グループは、「良質の医療・介護サービスをより多くの人に提供する」と

いう企業理念のもと、事業基盤の強化と持続的な成長の実現に向け、今後も着実
に取り組んでまいります。株主の皆様におかれましては、引き続きご理解とご支
援を賜りますようお願い申しあげます。

2026年４月
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株 主 各 位
三重県津市西丸之内 36番 25号

代表取締役社長 南 野 利 久

第41回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第41回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとって

おり、インターネット上の当社ウェブサイトに「第41回定時株主総会招集ご通知」および「第41回定時株主総会 その他の
電子提供措置事項」として掲載しております。
以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認いただきますようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト https://www.m-ikkou.co.jp/ir/event/meeting.html

また、上記のほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しております。

東証ウェブサイト
（東証上場会社情報サービス） https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記の東証ウェブサイトにアクセスして、銘柄名「メディカル一光グループ」または証券コード「3353」を入力・検索し、
「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご覧くださ
い。
なお、当日ご出席いただくほかに、書面またはインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数ながら

電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただき、後記「議決権行使についてのご案内」をご参照のうえ、
2026年５月19日（火曜日）午後５時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬 具
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記
1. 日 時 2026年５月20日（水曜日）午前10時（受付開始 午前９時30分）

2. 場 所 三重県津市羽所町700番地
ホテルグリーンパーク津 ６階 「伊勢の間」

3. 目 的 事 項
報 告 事 項 1. 第41期（2025年３月１日から2026年２月28日まで）事業報告、連結計算書類なら

びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第41期（2025年３月１日から2026年２月28日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
議 案 取締役８名選任の件

以 上
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎電子提供措置事項のうち、連結計算書類の「連結注記表」および計算書類の「個別注記表」につきましては、法令および定
款第13条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。したがって、
当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査人が監査をした書類の一部であります。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
◎議決権行使書に議案に対する賛否が表示されていない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきま
す。

◎書面とインターネットの二重で議決権行使をされた場合、インターネットによる議決権行使を有効なものとさせていただき
ます。また、インターネットにより、複数回にわたり議決権行使をされた場合は、最終に行われた議決権行使の内容を有効
として取り扱わせていただきます。
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議決権行使についてのご案内 MEDICAL IKKOU GROUP CO.,LTD
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議決権の行使には以下の３つの方法がございます。

当日株主総会にご出席いただける場合

当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただくとともに同封の議決
権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

株主総会開催日時
2026年５月20日（水曜日）午前10時

株主総会にご出席いただけない場合

１ 書面による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただきご送付ください。

行使期限
2026年５月19日（火曜日）午後５時30分必着

２ インターネットによる議決権行使

後記のインターネットによる議決権行使のご案内をご高覧のうえ、画面の案内に従
って賛否をご入力ください。

行使期限
2026年５月19日（火曜日）午後５時30分まで
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スマートフォンの場合 QRコードを読み取る方法
「ログイン用QRコード」を読み取っていただくことで、「ログインID」および「仮パスワード」が
入力不要でログインいただけます。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

お手持ちのスマートフォンにて、
同封の議決権行使書用紙副票（右
側）に記載の「ログイン用QRコー
ド」を読み取る。

画面の案内に従って各議案の賛否を選択。

議案賛否方法の選択画面が表示さ
れるので、議決権行使方法を選ぶ。

議決権行使書用紙副票（右側）

1. QRコードを読み取る 3. 各議案の賛否を選択

2. 議決権行使方法を選ぶ 画面の案内に
従って

行使完了です。

議決権行使についてのご案内

5

インターネットによる議決権行使のご案内
インターネットによる議決権行使は、スマートフォンまたはパソコン等か

ら議決権行使サイトにアクセスしていただき、画面の案内に従って行使して
いただきますようお願いいたします。

議決権行使期限
2026年５月19日（火）

午後５時30分まで
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1. �議決権行使サイトにアクセスする

2.�お手元の議決権行使書用紙の副票(右側)に
記載された「ログインID」および「仮パスワー
ド」を入力

以降は画面の案内に従って賛否を
ご入力ください。

「次の画面へ」をクリック

「ログイン」をクリック

MEDICAL IKKOU GROUP CO.,LTD

6

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使サイト
https://evote.tr.mufg.jp/

ご注意事項
■ インターネットにより議決権を行使される場合
は、郵送によるお手続きは不要です。

■ 郵送とインターネットにより、二重に議決権行
使をされた場合は、インターネットによる議決
権行使の内容を有効として取り扱わせていただ
きます。

■ インターネットにより、複数回にわたり議決権
行使をされた場合は、最終に行われた議決権行
使の内容を有効として取り扱わせていただきま
す。

■ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生す
る費用（インターネット接続料金等）は、株主
様のご負担となります。

【議決権行使サイトの操作方法に関する
お問い合わせについて】
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

0120−173−027
（通話料無料、受付時間：9：00〜21：00）
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議 案 取締役８名選任の件
取締役全員（７名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、当社

の持続的成長および中長期的な企業価値向上を図るため、経営管理体制の充実を目的として、取締
役１名を増員し、取締役８名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号 氏 名 現在の当社における地位および担当

み な み の と し ひ さ

南野 利久 代表取締役社長
グループCEO 再任

さ く ら い と し は る

櫻井 利治 代表取締役専務取締役
経営全般担当 再任

と お や ま く に ひ こ

遠山 邦彦 常務取締役
管理全般、関東支社担当 再任

お だ きょうすけ

小田 恭右 上席執行役員
経理部担当 兼 財務・IR部長 新任

ほ り の け い こ

堀野 桂子 取締役 再任 社外取締役 独立役員

く わ ば ら し げ ひ ろ

桑原 茂裕 取締役 再任 社外取締役 独立役員

ほ り え ゆたか

堀江 裕 取締役 再任 社外取締役 独立役員

さ わ だ すみれ

澤田 菫 取締役 再任 社外取締役 独立役員
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みなみの としひさ

南野利久 再任

生年月日 1956年10月30日 所有する当社の株式数 710,800株
略歴、地位、担当および

重要な兼職の状況
1980年９月 近畿商事三重㈱（1996年４月当社と合併）設立 代表取締役社長
1985年４月 当社設立 代表取締役社長（現任)
2005年10月 ㈱ヘルスケア一光（現 ㈱ハピネライフ一光）代表取締役社長
2012年４月 ㈱ヘルスケア・キャピタル 代表取締役社長（現任）
2019年９月 当社グループＣEＯ（現任）

さくらい としはる

櫻井利治 再任

生年月日 1954年４月21日 所有する当社の株式数 13,000株
略歴、地位、担当および

重要な兼職の状況
2002年２月 ㈱関西さわやか銀行（現 ㈱関西みらい銀行）本店営業部長
2005年３月 当社入社 企画開発部部長
2006年５月 当社取締役
2011年２月 当社常務取締役
2014年５月 当社代表取締役専務取締役（現任）
2019年９月 当社グループCFO
2022年４月 当社ヘルスケア事業担当
2022年５月 ㈱ハピネライフ一光 代表取締役社長（現任）
2023年５月 当社経営全般担当（現任）

とおやま くにひこ

遠山邦彦 再任

生年月日 1968年５月６日 所有する当社の株式数 1,600株
略歴、地位、担当および

重要な兼職の状況
1991年４月 ㈱東海銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
2018年10月 ㈱三菱UFJ銀行 上永谷支店 支店長
2020年11月 当社出向 財務経理部 顧問
2021年11月 当社入社 財務･IR部 部長
2022年５月 当社上席執行役員 管理部担当 兼 財務･IR部長
2022年11月 当社上席執行役員 経理部･管理部担当 兼 財務･IR部長
2023年３月 ㈱メディカル一光取締役
2024年５月 当社取締役 経理部･システム部･関東支社担当 兼 財務･IR部長
2024年６月 当社常務取締役 経理部･関東支社担当 兼 財務・IR部長
2025年５月 当社常務取締役 管理全般、関東支社担当（現任）
2026年３月 ㈱メディカル一光代表取締役副社長（現任）
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お だ きょうすけ

小田恭右 新任

生年月日 1973年５月16日 所有する当社の株式数 200株
略歴、地位、担当および

重要な兼職の状況
1996年４月 ㈱東海銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
2020年４月 ㈱三菱UFJ銀行 福山支店 副支店長
2024年 3 月 当社出向 財務･IR部 顧問
2025年３月 当社入社 財務･IR部長 兼 ㈱メディカル一光取締役
2025年５月 当社上席執行役員 経理部担当 兼 財務･IR部長（現任）

ほ り の け い こ

堀野桂子 再任 社外取締役 独立役員

生年月日 1981年８月13日 所有する当社の株式数 ―株
略歴、地位、担当および

重要な兼職の状況
2005年10月 弁護士登録（大阪弁護士会）

北浜法律事務所（現 弁護士法人北浜法律事務所） 入所
2013年１月 北浜法律事務所・外国法共同事業（現 弁護士法人北浜法律事務所）パートナー（現任）
2021年５月 当社社外取締役（現任）
2023年１月 ㈱オービーシステム社外取締役（現任）
2025年４月 ユニチカ㈱社外取締役（現任）

くわばら しげひろ

桑原茂裕 再任 社外取締役 独立役員

生年月日 1956年12月９日 所有する当社の株式数 ―株
略歴、地位、担当および

重要な兼職の状況
1979年４月 大蔵省入省
1984年７月 札幌国税局 小樽税務署長
1996年１月 在カナダ日本国大使館 参事官
2000年７月 大蔵省 主計局主計官（農林水産省担当）
2001年７月 財務省 主計局主計官（文部科学省担当）
2007年７月 財務省 大臣官房審議官（理財局担当）
2008年７月 財務省 理財局次長
2009年７月 金融庁 総務企画局審議官（企画担当）
2010年７月 金融庁 総務企画局総括審議官（官房担当）
2011年８月 金融庁 検査局長
2013年６月 金融庁 総務企画局長
2014年８月 日本銀行 理事
2018年８月 アフラック生命保険㈱ シニアアドバイザー
2020年１月 アフラック生命保険㈱ 取締役副会長（現任）
2023年５月 当社社外取締役（現任)
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ほ り え ゆたか

堀江 裕 再任 社外取締役 独立役員

生年月日 1960年８月26日 所有する当社の株式数 ―株
略歴、地位、担当および

重要な兼職の状況
1985年４月 厚生省入省
1994年４月 和歌山県民生部高齢社会政策課長
1996年４月 和歌山県福祉保健部医務課長
2001年１月 厚生労働省 厚生労働大臣秘書官事務取扱
2007年11月 タイ王国保健省 高齢者プロジェクトチーフアドバイザー（JICA専門家）
2010年９月 厚生労働省 健康局生活衛生課長
2013年７月 厚生労働省 大臣官房国際課長
2015年４月 ヤクルト本社 広報室CSR推進室長（官民交流派遣）
2015年10月 厚生労働省 大臣官房審議官（社会・援護・人道調査担当）
2016年８月 厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部長
2017年７月 厚生労働省 東海北陸厚生局長
2021年４月 帝人㈱ 帝人グループ理事マテリアル事業統轄補佐
2023年６月 藤田医科大学 教授・保健衛生学部長
2024年５月 当社社外取締役（現任）
2025年４月 藤田医科大学教授 理事長補佐 地域共生社会推進センター長
2026年４月 藤田医科大学特命教授 理事長補佐 地域共生社会推進センター長（現任）

さ わ だ すみれ

澤田 菫 再任 社外取締役 独立役員

生年月日 1994年３月28日 所有する当社の株式数 ―株
略歴、地位、担当および

重要な兼職の状況
2017年２月 タワーズワトソン㈱入社（現任）

年金アクチュアリーとして企業年金のコンサルティング業務に従事
2025年 5 月 当社社外取締役（現任）
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（注）1．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2．堀野桂子氏の戸籍上の氏名は、桶葭（おけよし）桂子であります。
3．堀野桂子氏、桑原茂裕氏、堀江裕氏および澤田菫氏は、社外取締役候補者であります。
4．社外取締役候補者の選任理由および期待される役割の概要
（１）堀野桂子氏につきましては、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有して

おられることから、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏の当社社外取締役として
の在任期間は、本株主総会終結の時をもって５年間であります。なお、同氏については、社外役員以外
の方法で、直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由から社外取締役としての職務を
適切に遂行できると判断しております。選任後は、社外役員としての経験と弁護士としての専門的な知
見、経験を活かした業務執行の監督および経営全般への適切な助言を期待するものです。

（２）桑原茂裕氏につきましては、金融行政等における豊富な経験と専門的な知見を有しておられ、また、ア
フラック生命保険株式会社における取締役としての経験を通じて、企業経営、ガバナンス等の知見を有
しておられることから、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏の当社社外取締役と
しての在任期間は、本株主総会終結の時をもって３年間であります。なお、当社とアフラック生命保険
株式会社との間には特別な関係はないため、同氏は社外取締役としての独立性を十分に有していると判
断しております。選任後は、豊富な経験と専門的な知見を活かした業務執行の監督および経営全般への
適切な助言を期待するものです。

（３）堀江裕氏につきましては、医療行政等における豊富な行政経験を有しておられることから、社外取締役
として選任をお願いするものであります。なお、当社と藤田医科大学との間には特別な関係はないた
め、同氏は社外取締役としての独立性を十分に有していると判断しております。同氏の当社社外取締役
としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって２年間であります。選任後は、豊富な経験と専門的
な知見を活かした業務執行の監督および経営全般への適切な助言を期待するものです。

（４）澤田菫氏につきましては、コンサルティングファームにおいて培われた高い専門性、戦略的かつ客観的
な視点を有しておられることから、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏について
は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由から社外取締役としての職務を適切に
遂行できると判断しております。なお、当社とタワーズワトソン株式会社との間には特別な関係はない
ため、同氏は社外取締役としての独立性を十分に有していると判断しております。同氏の当社社外取締
役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって１年間であります。選任後は、専門的な知見と戦
略的かつ客観的な視点を活かした業務執行の監督および経営全般への適切な助言を期待するものです。

5．責任限定契約について
当社は、定款において、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）との間で、当社への損害賠償責任

を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、当社は社外取締役との間で
当該契約を締結しております。堀野桂子氏、桑原茂裕氏、堀江裕氏および澤田菫氏の再任をご承認いただい
た場合、当該契約を継続する予定であります。その内容の概要は次のとおりであります。
・会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、50万
円または法令の定める額のいずれか高い額を限度として、その責任を負うものとする。

6．独立役員の選定
当社は、堀野桂子氏、桑原茂裕氏、堀江裕氏および澤田菫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と

して指定し届け出ており、再任をご承認いただいた場合、引き続き独立役員とする予定であります。なお、
社外取締役候補者４名は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じ
るおそれはありません。

7．南野利久氏の「所有する当社の株式数」は、信託財産等を合算しております。
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【ご参考】取締役候補者のスキル • マトリックス
議案における取締役候補者の特に専門性を発揮する分野は次のとおりであります。

氏名 現在の役職 グループ
企業経営

法務
ガバナンス

財務
会計

人事
労務

南野 利久 代表取締役社長 〇 〇 〇

櫻井 利治 代表取締役専務取締役 〇 〇 〇 〇

遠山 邦彦 常務取締役 〇 〇 〇 〇

小田 恭右 上席執行役員 〇 〇 〇

堀野 桂子 社外取締役 〇 〇

桑原 茂裕 社外取締役 〇

堀江 裕 社外取締役 〇

澤田 菫 社外取締役 〇

各取締役候補者の主なスキル、経験等を踏まえて特に期待される分野を記載しており、記載していない分野の知見を持
たないことを表すわけではありません。

以上
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事業別売上高構成比

第41期 不動産事業
0.5％医薬品卸事業35.4％

調剤薬局事業47.8％ ヘルスケア事業16.4％

不動産事業
0.4％医薬品卸事業31.7％

調剤薬局事業51.1％ ヘルスケア事業16.8％
第40期

事業報告（2025年３月１日から2026年２月28日まで）

13

１ 企業集団の現況に関する事項
1. 事業の経過およびその成果

当社グループは、足元の事業を取り巻く大きな環境変化に迅速に対応するとともに、患者様および利用者様の安全
確保に引き続き注力し、事業活動の継続に努めてまいりました。
ヘルスケア事業におきましては、三重県桑名市に新たに有料ホームを開設するとともに、茨城県で介護事業を展開

する株式会社サンライズヴィラ土浦の株式を取得いたしました。医薬品卸事業におきましては、同事業を展開する高
知第一薬品株式会社および株式会社サイト薬品の株式を取得いたしました。
そして、これらの取り組みに加え、当社グループの中核子会社である株式会社メディカル一光は、高知第一薬品株

式会社および株式会社サイト薬品を含む５社の子会社（当社孫会社）を吸収合併し、グループ内の経営資源の集約と
効率化を推進いたしました。さらに、これら一連の施策を通じてグループ全体の事業規模拡大を図るとともに、組織
改編を含めた経営基盤の一層の強化に取り組んでまいりました。
この結果、当連結会計年度の当社グループの業績は、売上高54,982百万円（前年同期比13.6％増）、営業利益

1,788百万円（同5.7％増）、経常利益1,859百万円（同2.4％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,275百万円
（同12.5％増）となりました。

事業別の概況は、以下のとおりであります。
（単位：百万円）

第40期 第41期 前期比
売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率

調 剤 薬 局 事 業 24,709 51.1％ 26,291 47.8％ 1,581 6.4％
ヘルスケア事業 8,121 16.8％ 8,990 16.4％ 868 10.7％
医 薬 品 卸 事 業 15,357 31.7％ 19,447 35.4％ 4,089 26.6％
不 動 産 事 業 203 0.4％ 254 0.5％ 50 24.8％
合 計 48,393 100.0％ 54,982 100.0％ 6,589 13.6％
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調剤薬局事業 Pharmacy

売上高／営業利益 ■売上高 ■営業利益 売上高 262億91百万円
（47.8％）
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調剤薬局事業におきましては、当連結会計年度の
既存店舗の処方箋応需枚数は前年同期比減少しまし
た。一方、処方箋単価の上昇に加え、前連結会計年
度に子会社化した株式会社京寿薬品や、事業譲受け
した薬局２店舗が通期寄与し、部門全体の売上高は
増収を確保しております。
この結果、売上高26,291百万円(前年同期比6.4

％増)、営業利益1,373百万円(同11.3％増)となり
ました。
なお、当連結会計年度末における当社グループの

調剤薬局は合計98店舗となっております。

ヘルスケア事業におきましては、2025年３月に
「ハーモニーハウス桑名」を新設オープンしたほか、
同年８月には株式会社サンライズヴィラ土浦の全株
式を取得いたしました。引き続き労務費の上昇に加
え、Ｍ＆Ａ費用の計上や新規施設の先行費用によ
り、営業利益では減益となっております。
この結果、売上高8,990百万円（前年同期比10.7

％増）、営業利益111百万円（同31.7％減）となり
ました。
なお、当連結会計年度末における当社グループの

介護施設は合計115施設（入居居室数1,904室）と
なります。
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医薬品卸事業 Medicine

売上高／営業利益 ■売上高 ■営業利益 売上高 194億47百万円
（35.4％）
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（0.5％）

不動産事業
Real Estate

投資事業 Investment
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医薬品卸事業におきましては、収益環境は前連結
会計年度以上に厳しい状況に直面しております。こ
うしたなか、前連結会計年度に当社グループに加わ
った3社が通期寄与したことに加え、当連結会計年
度に新たに2社をグループに加えたことで、売上高
は前連結会計年度比大幅に増加しました。しかしな
がら、薬価引き下げの影響や、統合費用の先行によ
り、利益面では前連結会計年度を下回ることとなり
ました。
この結果、売上高19,447百万円（前年同期比

26.6％増）、営業利益287百万円（同16.7％減）と
なりました。（内部売上を含む売上高は20,641百万
円となり、前年同期比で27.4％増加しました。）

不動産事業におきましては、賃貸不動産からの収入によって、売
上高254百万円（前年同期比24.8％増）、営業利益144百万円（同
4.8％増）となりました。

投資事業におきましては、投資有価証券売却益228百万円を計上しております。
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2. 設備投資および資金調達の状況
当連結会計年度中に実施いたしました設備投資等の総額は550百万円であります。主なものとしては、調剤薬局事

業において、調剤機器および薬局店舗の移転・改装等204百万円、ヘルスケア事業において、介護施設の備品設備お
よび建物の改修等110百万円であります。なお、特記すべき資金調達は行っておりません。

3. 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
重要な事項はありません。

4. 他の会社の事業の譲受の状況
重要な事項はありません。

5. 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
・当社子会社である株式会社メディカル一光は、次の会社を吸収合併いたしました。
2025年 3月1日付 株式会社佐藤薬品販売および株式会社若松薬品
2025年 6月1日付 京葉沢井薬品株式会社
2025年 9月1日付 高知第一薬品株式会社
2025年12月1日付 株式会社サイト薬品

6. 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
・当社子会社である株式会社メディカル一光は、次の会社の発行済株式を全株取得し子会社化いたしました。
2025年 5月1日付 高知第一薬品株式会社
2025年 7月1日付 株式会社サイト薬品

・当社子会社である株式会社ハピネライフ一光は、次の会社の発行済株式を全株取得し子会社化いたしました。
2025年 8月1日付 株式会社サンライズヴィラ土浦
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7. 財産および損益の状況の推移
（単位：千円）

期 別
区 分

第38期
（2023年２月期）

第39期
（2024年２月期）

第40期
（2025年２月期）

第41期（当期）
（2026年２月期）

売 上 高 33,897,598 39,900,988 48,393,487 54,982,518

経 常 利 益 1,227,454 1,751,894 1,816,093 1,859,020

税金等調整前当期純利益 1,313,763 1,662,666 1,901,594 2,024,759

親会社株主に帰属する当期純利益 759,598 1,039,786 1,133,165 1,275,072

１株当たり当期純利益 202円20銭 276円70銭 301円35銭 338円73銭

総 資 産 27,505,776 31,659,490 34,231,775 37,576,117

純 資 産 12,607,842 13,841,190 14,712,134 16,338,518

１ 株 当 た り 純 資 産 3,207円14銭 3,523円25銭 3,747円70銭 4,164円98銭
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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8. 対処すべき課題
我が国は国民皆保険制度の下で、誰もが安心して医療サービスを受けることができる体制が整備されており、世界

最高水準の平均寿命や高度な医療水準を維持してきました。しかし、超高齢社会の進展や少子化、人口減少等により
年齢別人口構成は大きく変化し、財政的視点からは医療費抑制が大きな課題となり医療サービスの効率経営が求めら
れることになります。
このような状況を背景に、医療・介護サービスの需要が拡大していくなか、薬局、介護サービスに求められる役割

についても、今後、さらに変化していくと予想しております。これらの社会変化に対応した事業展開をするため、当
社は「良質な医療・介護サービスをより多くの人に提供する」という理念の下、以下の３項目を対処すべき課題とし
て取り組んでまいります。

① 事業規模の拡大
当社の主力3事業「調剤薬局」「ヘルスケア」「医薬品卸」において、調剤薬局の新規出店および介護施設の新規
開設等に取り組み、事業規模の拡大を図ってまいります。

② 効率経営による収益力の強化
Ｍ＆Ａ等で拡大した事業の統合効果を早期に発現し、業務効率化の促進、原価・販管費の低減を図るとともに、
主力３事業のシナジーを活かしたビジネスモデルを拡充してまいります。

③ 人材育成
社内研修体制の下、良質な医療・介護サービスの提供のため社員一人ひとりの資質向上を図ってまいります。

当社は、こうした施策を中心に、「患者様第一主義」「ホスピタリティーの精神」をモットーとして、患者様・医療
機関双方から信頼される企業グループの形成を目指し、医療・介護に特化した事業展開により、持続的かつ安定的な
業務の拡大を図ってまいります。
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9. 重要な親会社および子会社の状況
① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
会 社 名 資本金 出資比率 主要な事業内容

株 式 会 社 メ デ ィ カ ル 一 光 90百万円 100.0％ 調剤薬局事業
医薬品卸事業

株 式 会 社 ヘ ル シ ー 薬 局 10百万円 50.0％ 調剤薬局事業
株 式 会 社 京 寿 薬 品 10百万円 100.0％ 調剤薬局事業
株 式 会 社 メ デ ィ シ ン 一 光 10百万円 100.0％ 仕入代行業、コンサルティング業
株式会社ヘルスケア・キャピタル 50百万円 100.0％ 投資事業
株 式 会 社 ハ ピ ネ ラ イ フ 一 光 465百万円 75.0％ ヘルスケア事業
有 限 会 社 三 重 高 齢 者 福 祉 会 ３百万円 75.0％ ヘルスケア事業
ウ ェ ル フ ェ ア ー 株 式 会 社 10百万円 75.0％ ヘルスケア事業
株 式 会 社 ラ イ フ ケ ア 41百万円 75.0％ ヘルスケア事業
株 式 会 社 メ デ ィ カ ル ケ ア 一 光 10百万円 75.0％ ヘルスケア事業
株式会社サンライズヴィラ土浦 50百万円 75.0％ ヘルスケア事業

（注）出資比率は、当社の子会社が所有している間接所有も含めて表示しております。

10. 主要な事業内容
事 業 事 業 内 容

調 剤 薬 局 事 業 処方箋に基づき医薬品の調剤を行う調剤薬局を経営しております。
ヘ ル ス ケ ア 事 業 介護施設の運営および訪問介護等、多様な介護サービスの提供を行っております。
医 薬 品 卸 事 業 医療機関等へ医薬品の販売を行っております。
不 動 産 事 業 一般不動産を所有し賃貸業務を行っております。
投 資 事 業 機動的かつ戦略的な投資を行っております。
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11. 主要な事業所
会 社 名 所 在 地

当 社 本 社 三重県津市
株 式 会 社 メ デ ィ カ ル 一 光 本 社 三重県津市

調 剤 薬 局 三重県（46）京都府（10）愛知県（10）
大阪府（８） 福井県（５） 滋賀県（５）
埼玉県（２） 北海道（２） 山梨県（２）
兵庫県（１） 島根県（１） 神奈川県（１）

医 薬 品 卸 福岡県（３） 長崎県（３） 山口県（２）
大分県（２） 愛知県（２） 千葉県（２）
埼玉県（１） 三重県（１） 岐阜県（１）
香川県（１） 徳島県（１） 高知県（１）
宮崎県（１） 鹿児島県（１）沖縄県（１）

株 式 会 社 ヘ ル シ ー 薬 局 本 社 三重県津市
調 剤 薬 局 愛知県（１）

株 式 会 社 京 寿 薬 品 本 社 京都府京田辺市
調 剤 薬 局 京都府（４）

株 式 会 社 メ デ ィ シ ン 一 光 本 社 三重県津市
株式会社ヘルスケア・キャピタル 本 社 三重県津市
株 式 会 社 ハ ピ ネ ラ イ フ 一 光 本 社 三重県津市

施設・事業所 鳥取県（24）三重県（12）島根県（11）
滋賀県（２） 大阪府（１）

支 社 鳥取県（２） 島根県（２）
有 限 会 社 三 重 高 齢 者 福 祉 会 本 社 三重県津市

施設・事業所 三重県（８）
ウ ェ ル フ ェ ア ー 株 式 会 社 本 社 京都府京都市

施設・事業所 兵庫県（13）滋賀県（６） 京都府（１）
広島県（１）

株 式 会 社 ラ イ フ ケ ア 本 社 愛知県一宮市
施設・事業所 愛知県（24）
営 業 所 愛知県（１）

株式会社メディカルケア一光 本 社 東京都新宿区
施設・事業所 東京都（６）

株式会社サンライズヴィラ土浦 本 社 茨城県土浦市
施設・事業所 茨城県（１）

（注）１．所在地欄の（ ）内数字は、「調剤薬局」においては店舗数、「施設・事業所」においては有料老人ホーム
やグループホーム等の居住系介護施設および通所介護事業所、訪問介護事業所、小規模多機能施設等の事
業所の数をそれぞれ示しております。

２．株式会社ハピネライフ一光の施設・事業所数には株式会社ハピネライフケア鳥取で運営する施設・事業所
を含めております。
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12. 従業員の状況
① 企業集団の従業員の状況

事 業 区 分 従 業 員 数 前 期 末 比 増 減
調 剤 薬 局 事 業 500名 4名減
ヘ ル ス ケ ア 事 業 833名 43名増
医 薬 品 卸 事 業 243名 19名増
不 動 産 事 業 1名 ―
共 通 31名 3名増
合 計 1,608名 61名増

（注）１．従業員数は、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員を記載しております。
２．共通として記載されている従業員数は、特定の事業区分に区分できない管理部門等に属しているものであ

ります。

② 当社の従業員の状況
従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

30名 ―名 41.1歳 9.1年
（注）従業員数は、就業人員であります。

13. 主要な借入先の状況 （単位：千円）

借 入 先 借 入 残 高
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 3,088,179
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,795,855
株 式 会 社 百 五 銀 行 1,610,766
株 式 会 社 山 陰 合 同 銀 行 956,328
株 式 会 社 三 十 三 銀 行 447,024
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2 会社の株式に関する事項
1. 発行可能株式総数 6,000,000株
2. 発行済株式総数 3,770,000株 （自己株式4,121株を含む）

3. 株主数 1,971名 （前期末比1,331名増）

4. 上位10名の株主
順 位 株 主 名 持 株 数 持株比率

株 ％
１ イオン株式会社 1,020,000 27.08
２ 南野 利久 710,800 18.87
３ ハウス食品グループ本社株式会社 360,000 9.55
４ メディカル一光グループ従業員持株会 153,972 4.08
５ アルフレッサ株式会社 120,000 3.18
６ 株式会社山陰合同銀行 100,000 2.65
７ 菊川 東 80,000 2.12
８ 東邦ホールディングス株式会社 73,000 1.93
９ 日本メディカルコンサルタント株式会社 52,000 1.38
10 沢井製薬株式会社 50,000 1.32

（注）１．持株比率は、自己株式4,121株を控除して計算し、小数点第３位以下を切り捨てて表示しておりま
す。

２．上位10位の株主において、南野利久については、信託財産等を合算しております。その他の株主は、
株主名簿に記載のとおり表示しております。

5. 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
交付対象者 株式数 交付対象者数

取締役（社外取締役を除く） 当社普通株式1,400株 ２名
（注）当社は、2025年7月25日付で当社の取締役２名、上席執行役員２名、および子会社の取締役２名、上席

執行役員１名ならびに孫会社の取締役４名に対して譲渡制限付株式報酬として、自己株式4,200株を処分
しております。

6. その他株式に関する重要な事項
当社は、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却いたしました。
① 消却対象株式の種類 普通株式
② 消却株式の総数 300,000株（消却前の発行済株式総数に対する割合 7.37％）
③ 消却日 2025年4月30日
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3 会社の新株予約権等に関する事項
1. 当事業年度末日における役員の新株予約権等の状況

該当事項はありません。

2. 当事業年度中に当社従業員等に交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。

4 会社役員に関する事項
1. 取締役および監査役の氏名等（2026年２月28日現在）

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 南 野 利 久 グループCEO
株式会社ヘルスケア・キャピタル代表取締役社長

代表取締役専務取締役 櫻 井 利 治 経営全般担当
株式会社ハピネライフ一光代表取締役社長

常 務 取 締 役 遠 山 邦 彦 管理全般、関東支社担当
株式会社メディカル一光取締役

取 締 役 堀 野 桂 子
弁護士法人北浜法律事務所パートナー
株式会社オービーシステム社外取締役
ユニチカ株式会社社外取締役

取 締 役 桑 原 茂 裕 アフラック生命保険株式会社取締役副会長
取 締 役 堀 江 裕 藤田医科大学教授 理事長補佐 地域共生社会推進センター長
取 締 役 澤 田 菫 タワーズワトソン株式会社

常 勤 監 査 役 福 島 隆 司 株式会社メディカル一光監査役
株式会社ヘルスケア・キャピタル監査役

監 査 役 井 元 哲 夫 シミズ薬局株式会社顧問

監 査 役 古 川 典 明
ミッドランド税理士法人代表社員
株式会社ミッドランド経営代表取締役
ミッドランド監査法人理事

監 査 役 久 木 邦 彦 イオン株式会社責任者 ヘルス＆ウエルネス担当
（注）１．取締役 堀野桂子氏、桑原茂裕氏、堀江裕氏および澤田菫氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役

であります。
２．取締役 堀野桂子氏、桑原茂裕氏、堀江裕氏および澤田菫氏は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役

員として届け出ております。
３．監査役 井元哲夫氏、古川典明氏および久木邦彦氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役でありま

す。
４．監査役 古川典明氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度

の知見を有する者であります。
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2. 取締役および監査役の報酬等の額
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針という）を、取締役会において決議
しており、その概要は、次のとおりであります。なお、取締役会は、当事業年度における取締役の個人別の報酬
等について、決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確
認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

■基本方針
当社の役員報酬は、当社グループの継続的な成長と企業価値の向上および企業競争力の強化のため、優秀な人

材確保を可能とするとともに、経営理念に合致した業務遂行を促し、業績向上へのインセンティブとして機能す
る適正な報酬水準とする。個別の役員報酬については、職務・実績・貢献度等を踏まえ、取締役の意欲をより高
めることができるよう総合的に勘案し決定する。

■報酬の構成
（１）取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と、非金銭報酬である譲渡制限付株式を割当する株式報酬により

構成するものとする。
（２）基本報酬については、各役員の役割と責任に応じた固定の月額報酬額を定めることとする。
（３）株式報酬については、対象役員に金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付

することにより譲渡制限付株式の割当を行う。株式報酬の割当株式数は、各役員の役割と責任、担当業務の
実績等に応じて定めることとする。なお、その払込金額については、取締役会決議日の前営業日における当
社普通株式の終値を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲で決定し、当該事業年度の一
定の時期に支給することとする。

（４）これら基本報酬、株式報酬の支給割合は、職務・実績・貢献度等を踏まえ総合的に勘案し、個別に設定する
こととする。

■取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社全体業績を俯瞰し、各取締役の職責・実績・貢献度等の評価を行うには代表取締役が最適であり、個人別

の報酬額については、取締役会の決議に基づき代表取締役社長南野利久ならびに代表取締役専務取締役櫻井利治
がその具体的内容について委任を受けることとする。その権限内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役
の株式報酬の割当株式数の決定とする。当該権限が適切に行使されるよう代表取締役社長南野利久ならびに代表
取締役専務取締役櫻井利治は協議のうえ報酬案を作成し、社外取締役桑原茂裕に対し説明を行い、意見を得た後
に取締役の個人別報酬額を決定することとする。
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② 取締役および監査役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額 対象となる

役員の員数基本報酬 非金銭報酬等
取 締 役 100,025千円 98,253千円 1,772千円 7名
（うち社外取締役） （20,670千円） （20,670千円） （―千円） （4名）
監 査 役 16,307千円 15,780千円 527千円 3名
（うち社外監査役） （7,075千円） （6,900千円） （175千円） （2名）
（注）１．使用人兼務取締役の使用人分給与はありません。

２．取締役の報酬限度額は、2022年５月25日開催の定時株主総会において年額 250,000千円以内(但し使用
人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、また、これとは別枠で譲渡制限付株式報酬として年額50,000
千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名であります。

３．監査役の報酬限度額は、2020年５月27日開催の定時株主総会において年額 30,000千円以内、また、こ
れとは別枠で譲渡制限付株式報酬として年額10,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会
終結時点の監査役の員数は4名であります。

４．監査役の人数および支給額には、無報酬の監査役１名を含めないため、人数は３名となっております。
５．非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額であります。

3. 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を

一定の範囲に限定する契約を締結しております。当該契約に基づく社外取締役および監査役の損害賠償責任の限度額
は、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、50万円または法令の定める額のいずれか高
い額としております。
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4. 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
地 位 氏 名 重要な兼職の状況 当社との関係

取締役 堀野 桂子
弁護士法人北浜法律事務所パートナー 特別の関係はありません。
株式会社オービーシステム社外取締役 特別の関係はありません。
ユニチカ株式会社社外取締役 特別の関係はありません。

取締役 桑原 茂裕 アフラック生命保険株式会社取締役副会長 特別の関係はありません。

取締役 堀江 裕 藤田医科大学教授 理事長補佐 地域共生社会
推進センター長 特別の関係はありません。

取締役 澤田 菫 タワーズワトソン株式会社 特別の関係はありません。
監査役 井元 哲夫 シミズ薬局株式会社顧問 特別の関係はありません。

監査役 古川 典明
ミッドランド税理士法人代表社員

当社および一部子会社は、同税理士法人
と税務顧問契約を締結し、税務申告書の
作成を委託しております。

株式会社ミッドランド経営代表取締役 特別の関係はありません。
ミッドランド監査法人理事 特別の関係はありません。

監査役 久木 邦彦 イオン株式会社責任者 ヘルス＆ウエルネス
担当

同社は、当社株式の27.08％を保有する
筆頭株主であり、当社との間で資本提携
を行っております。
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② 当事業年度における主な活動状況

地 位 氏 名
取締役会
出席状況

（出席/開催回数）

監査役会
出席状況

（出席/開催回数）

発言状況および社外取締役として果たすことが期待される役
割に関して行った職務の概要

取締役 堀野 桂子 12回/12回 ―
主に弁護士としての豊富な経験と高い専門性に基づき客観的
な視点から発言し、経営およびガバナンスに対する監督およ
び適切な助言を行い社外取締役として期待される役割を果た
しています。

取締役 桑原 茂裕 12回/12回 ―
主に金融行政等における豊富な経験と知見ならびに経営者と
しての経験に基づき、客観的な視点から経営およびガバナン
スに対する監督および適切な助言を行い社外取締役として期
待される役割を果たしています。

取締役 堀江 裕 12回/12回 ―
主に医療行政等における豊富な行政経験と知見に基づき、経
営およびガバナンスに対する監督および適切な助言を行い社
外取締役として期待される役割を果たしています。

取締役 澤田 菫 10回/10回 ―
主にコンサルティングファームにおいて培われた専門的な知
見と戦略的かつ客観的な視点を活かし、経営およびガバナン
スに対する監督および適切な助言を行い社外取締役として期
待される役割を果たしています。

監査役 井元 哲夫 12回/12回 7回/7回 主に経営者としての豊富な経験に基づき適宜発言を行ってお
ります。

監査役 古川 典明 12回/12回 7回/7回 主に公認会計士および税理士としての専門的な見地から適宜
発言を行っております。

監査役 久木 邦彦 11回/12回 6回/7回 主に経営者としての豊富な経験に基づき適宜発言を行ってお
ります。

（注）取締役 澤田菫氏の社外取締役就任は2025年５月21日であり、同日以降出席すべき取締役会の回数は10回であ
ります。
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5 会計監査人に関する事項
1. 名称 有限責任監査法人トーマツ
2. 報酬等の額

① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 59,100千円

② 当社および当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 78,000千円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査

報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、上記金額はこれらの合計額を記載
しております。

２．監査役会は、取締役会、社内関係部署および会計監査人より必要な報告を受けたうえで、会計監査人の監
査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積の算定根拠について確認し審査した結果、これらにつ
いて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額に同意しております。

3. 非監査業務の内容
連結子会社における会計業務に関するアドバイザリー業務であります。

4. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出す

る会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は上記の場合のほか、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると判断した

場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後
最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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6 会社の体制および方針に関する事項
当社グループは、持株会社体制を採用しております。当社は、グループの中核たる持株会社として全グループの経営戦

略機能を担い、各事業会社は、事業分野ごとに特化した執行体制により事業を推進します。

1. 業務の適正を確保するための体制
① 取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

イ）当社では、法令遵守の経営方針を明確にすべく、「コンプライアンスマニュアル」を制定し全社員に周知徹
底させております。

ロ）コンプライアンスを統括する組織として、「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、推進体制を
確保しております。

ハ）弁護士を社外取締役として招聘し、取締役会における重要事項の協議において、適宜、客観的な意見を反映
させております。

ニ）法的課題やコンプライアンスに関する事象については、適宜、顧問弁護士の助言および指導を受けておりま
す。

ホ）監査役は、独立した立場から、内部統制システムの整備および運用の状況を含め、取締役の職務執行を監査
しております。

ヘ）法務・監査部は、使用人の職務執行状況が法令および諸規程を遵守しているかを監査しております。
ト）事故の未然防止もしくは早期発見を目的とし、通報者の保護を徹底したヘルプラインを設置し、相談および

通報環境を整えております。
② 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程等の社内規程に従い適切に保管および管理を行ってお
ります。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ）リスク管理の重要性を認識し「危機管理マニュアル」を制定し、全社員に周知徹底させております。
ロ）リスク管理を統括する組織として「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し推進体制を確保すると

ともに、緊急時対応の主導的役割を果たしております。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ）取締役会の決議による組織規程、業務分掌規程、職務権限規程において、役割と責任、職務執行手続きの詳
細について定めております。

ロ）毎月開催する取締役会において、各取締役が委嘱された業務の執行状況についての報告を行うことにより、
職務執行の監督機能を果たしております。

ハ）業務執行の機動性を高めるために、執行役員制度を導入しております。
⑤ 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正化確保のための体制

イ）当社グループでは、「メディカル一光グループ連携規程」を制定し、業務の適正化を図るとともに、グルー
プ各社へもコンプライアンスおよびリスク管理に関するマニュアル等を適用し、統一的な体制整備を行って
おります。

ロ）グループ各社における重要な事項については、「メディカル一光グループ連携規程」に定める報告基準、決
定権限に基づき、当社の経営会議での報告、審議、および当社取締役会での決定を行います。
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⑥ 監査役を補助する使用人体制とその独立性
取締役は、監査役の求めにより監査役の職務を補助する従業員として適切な人材を配置しております。なお、

その従業員の人事に関する事項は、監査役と協議のうえ決定しております。
⑦ 取締役および使用人が監査役に報告するための体制ならびに監査役の監査が実効的に行われることを確保するた

めの体制
イ）監査役は、毎月開催する取締役会において、各取締役から委嘱された業務の執行状況について報告を受けて

おります。
ロ）常勤監査役は、毎月開催する経営会議において、各部門長から業務の執行状況について報告を受けておりま

す。
ハ）法務・監査部は、使用人の職務執行状況、相談および通報の状況について、適宜、監査役に報告しておりま

す。
ニ）常勤監査役は、上記で受けた報告の内容については、監査役会において改めて報告することにより、監査役

会の監査機能を高めております。
⑧ 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社グループは、財務報告の信頼性の確保および金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適正な提
出に向け内部統制システムを構築するとともに、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是
正を行っております。

⑨ 反社会的勢力排除に向けた体制
当社グループは、社会の秩序や健全な企業活動に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関わりを持た

ず、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、所轄警察署等の外部専門機関と連携を図り、毅然とした態度で
対応しております。

2. 業務の適正を確保する体制の運用状況
当社の最近１年間における運用状況の概要は次のとおりであります。

① 取締役会を12回開催し、法令および定款に従って、経営方針および経営戦略等に関する重要事項について審議お
よび決定を行ったことにつき報告を受けております。各取締役の業務執行状況や主要なグループ会社の業績につ
いても報告を受けております。これらの決定や報告を含めた重要情報は、社内規程に従い適切に保管しておりま
す。

② 当社の取締役および上席執行役員が主要な子会社の役員に就任し、当該子会社の取締役会等を通じて、グループ
各社の職務執行が適切に行われていることを監督しております。

③ 監査役会を７回開催し、監査に関する重要な報告を受け、協議および決議を行っております。また、取締役会や
重要な社内会議に出席し、取締役の業務執行の監査、法令および定款等の遵守状況の監査をしております。

④ 代表取締役社長に直属する法務・監査部は、監査計画に基づき当社およびグループ会社の内部監査を実施し、監
査結果および改善に向けた提言を、取締役および該当する部門の責任者ならびに監査役会に報告し、リスク管理
の一翼を担っております。

⑤ 代表取締役社長を委員長とする内部統制委員会は、財務報告の信頼性におよぼす影響の重要性を考慮し定めた実
施計画に基づき内部統制評価を実施し、評価結果について取締役会で報告しております。
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3. 剰余金の配当等の決定に関する基本方針
当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営上の最優先課題のひとつと位置づけ、今中期経営計画期間

（2026年２月期から2028年２月期まで）においては配当性向35％以上を目指しております。この方針に基づき、
2026年２月期の期末配当を、普通配当１株当たり60円00銭といたしました。期末の配当総額は、225,952千円と
なります。
なお、年間配当は、中間配当金60円00銭と合わせて120円00銭、総額451,905千円となります。

＊本事業報告中における記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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❶ 連結貸借対照表［2026年２月28日現在］ （単位：千円）

資 産 の 部
流 動 資 産 19,146,409

現金及び預金 6,121,536
受取手形 11,410
売掛金 8,361,680
商品 2,361,345
その他 2,300,691
貸倒引当金 △10,254

固 定 資 産 18,429,708
有形固定資産 10,906,096
建物及び構築物 6,500,060
車両運搬具 46,475
土地 3,847,313
建設仮勘定 132,475
その他 379,770
無形固定資産 937,288
のれん 774,657
その他 162,630
投資その他の資産 6,586,324
投資有価証券 3,398,068
繰延税金資産 488,807
敷金及び保証金 1,052,460
その他 1,646,987

資産合計 37,576,117

負 債 の 部
流 動 負 債 11,617,672

支払手形 994
買掛金 5,755,710
電子記録債務 674,767
短期借入金 530,000
１年内返済予定の長期借入金 2,281,353
未払法人税等 374,104
賞与引当金 307,236
その他 1,693,506

固 定 負 債 9,619,926
社債 150,000
長期借入金 7,252,962
退職給付に係る負債 1,086,186
その他 1,130,777
負債合計 21,237,598

純 資 産 の 部
株 主 資 本 14,771,321
資本金 917,000
資本剰余金 1,064,347
利益剰余金 12,797,102
自己株式 △7,129

その他の包括利益累計額 913,497
その他有価証券評価差額金 855,590
退職給付に係る調整累計額 57,907

非支配株主持分 653,700
純資産合計 16,338,518
負債・純資産合計 37,576,117

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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❷ 連結損益計算書［2025年３月1日から2026年２月28日まで］ （単位：千円）

科 目 金 額
売上高 54,982,518
売上原価 48,496,911
売上総利益 6,485,607
販売費及び一般管理費 4,697,557
営業利益 1,788,050
営業外収益
受取利息及び受取配当金 100,320
助成金収入 139,267
その他 74,960 314,548

営業外費用
支払利息 102,740
有価証券運用損 100,461
その他 40,376 243,578

経常利益 1,859,020
特別利益
固定資産売却益 4,736
投資有価証券売却益 228,484
負ののれん発生益 41,591
補助金収入 50,171 324,983

特別損失
固定資産除却損 14,060
減損損失 1,648
固定資産圧縮損 50,171
役員退職慰労金 2,050
投資有価証券売却損 147
賃貸借契約解約損 91,165 159,244

税金等調整前当期純利益 2,024,759
法人税、住民税及び事業税 765,374
法人税等調整額 △55,051 710,323

当期純利益 1,314,435
非支配株主に帰属する当期純利益 39,362
親会社株主に帰属する当期純利益 1,275,072

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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❸ 連結株主資本等変動計算書［2025年３月1日から2026年２月28日まで］ （単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 917,000 1,085,044 12,391,773 △531,724 13,862,094
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △376,421 △376,421
親会社株主に帰属する当期純利益 1,275,072 1,275,072
自己株式の取得 △125 △125
自己株式の処分 3,435 7,265 10,701
自己株式の消却 △517,454 517,454 ―
利益剰余金から資本剰余金への振替 493,322 △493,322 ―
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 − △20,696 405,328 524,594 909,226
当期末残高 917,000 1,064,347 12,797,102 △7,129 14,771,321

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他
有価証券
評価差額金

退職給付に
係る調整
累計額

その他の包括
利益累計額

合計
当期首残高 232,084 3,682 235,766 614,273 14,712,134
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △376,421
親会社株主に帰属する当期純利益 1,275,072
自己株式の取得 △125
自己株式の処分 10,701
自己株式の消却 ―
利益剰余金から資本剰余金への振替 ―
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額） 623,506 54,224 677,730 39,426 717,157

連結会計年度中の変動額合計 623,506 54,224 677,730 39,426 1,626,384
当期末残高 855,590 57,907 913,497 653,700 16,338,518

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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❶ 貸借対照表［2026年２月28日現在］ （単位：千円）

資 産 の 部
流 動 資 産 569,013

現金及び預金 355,889
未収入金 180,673
その他 32,450

固 定 資 産 12,046,017
有形固定資産 1,940,304
建物 435,054
構築物 2,278
車両運搬具 23,646
器具備品 11,810
土地 1,461,114
建設仮勘定 6,399

無形固定資産 11,952
投資その他の資産 10,093,760
投資有価証券 237,142
関係会社株式 541,554
関係会社長期貸付金 8,200,000
繰延税金資産 189,051
その他 926,011

資産合計 12,615,030

負 債 の 部
流 動 負 債 914,986

短期借入金 200,000
１年内返済予定の長期借入金 650,882
未払法人税等 17,359
賞与引当金 7,160
その他 39,584

固 定 負 債 2,473,117
長期借入金 2,394,850
退職給付引当金 32,564
その他 45,702
負債合計 3,388,103

純 資 産 の 部
株 主 資 本 9,189,599
資本金 917,000
資本剰余金 837,050
資本準備金 837,050

利益剰余金 7,442,678
利益準備金 29,686
その他利益剰余金 7,412,992
別途積立金 232,000
繰越利益剰余金 7,180,992

自己株式 △7,129
評価・換算差額等 37,328
その他有価証券評価差額金 37,328
純資産合計 9,226,927
負債・純資産合計 12,615,030

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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❷ 損益計算書［2025年３月1日から2026年２月28日まで］ （単位：千円）

科 目 金 額

営業収益 907,581
営業費用 724,531
営業利益 183,049
営業外収益

受取利息及び受取配当金 93,677
受取出向料 19,917
その他 1,959 115,553

営業外費用

支払利息 37,439
コミットメントフィー 6,999
その他 179 44,618

経常利益 253,984
特別利益

固定資産売却益 4,473 4,473
特別損失

固定資産除却損 11,413 11,413
税引前当期純利益 247,044
法人税、住民税及び事業税 79,500
法人税等調整額 1,959 81,459

当期純利益 165,585
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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❸ 株主資本等変動計算書［2025年３月1日から2026年２月28日まで］ （単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金 繰越利益
剰余金

当期首残高 917,000 837,050 20,696 857,746 29,686 232,000 7,885,150 8,146,836
当期変動額
剰余金の配当 △376,421 △376,421
当期純利益 165,585 165,585
自己株式の取得
自己株式の処分 3,435 3,435
自己株式の消却 △517,454 △517,454
利益剰余金から資本剰余金
への振替 493,322 493,322 △493,322 △493,322
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 − − △20,696 △20,696 − − △704,158 △704,158
当期末残高 917,000 837,050 − 837,050 29,686 232,000 7,180,992 7,442,678

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本

合計
その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △531,724 9,389,859 9,800 9,800 9,399,659
当期変動額
剰余金の配当 △376,421 △376,421
当期純利益 165,585 165,585
自己株式の取得 △125 △125 △125
自己株式の処分 7,265 10,701 10,701
自己株式の消却 517,454 ― ―
利益剰余金から資本剰余金
への振替 ― ―
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 27,527 27,527 27,527

当期変動額合計 524,594 △200,259 27,527 27,527 △172,732
当期末残高 △7,129 9,189,599 37,328 37,328 9,226,927
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

202６年４月20日
株式会社メディカル一光グループ

取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 トーマツ

名 古 屋 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 神野 敦生

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 牧野 秀俊

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 伊藤 貴俊

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社メディカル一光グループの2025年3月1日から2026年2月28日ま

での連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社メディ

カル一光グループ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人

の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま

た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対

して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計

算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求

められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当
該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を

行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業
の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するた
めに、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ
る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人

の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可
能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2026年４月20日
株式会社メディカル一光グループ

取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 トーマツ

名 古 屋 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 神野 敦生

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 牧野 秀俊

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 伊藤 貴俊

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社メディカル一光グループの2025年3月1日から2026年2月

28日までの第41期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附
属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に

係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人

の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま

た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対し

て意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類

等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にそ
の他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求

められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示すること

にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、

我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事
項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう

かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を

行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人

の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可
能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年３月１日から2026年２月28日までの第41期事業年度に係る取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成し
た監査報告書に基づき、審議の上、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほか、取締役等および

会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役会規則に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と

意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業
務および財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項および第３項に定める体
制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役および使用人
等からその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社について
は、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法
に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書について検討いたしました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保
するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備してい
る旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、個別注記表）およびその附属明細書、ならびに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書、連結注記表）について検討いたしました。

2．監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果
一事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
二取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
三内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内
容および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

⑵ 計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は相当であると認めます。

⑶ 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は相当であると認めます。

2026年４月23日
株式会社メディカル一光グループ 監査役会

常勤監査役 福 島 隆 司 ㊞
社外監査役 井 元 哲 夫 ㊞
社外監査役 古 川 典 明 ㊞
社外監査役 久 木 邦 彦 ㊞

以 上
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▶ ホームページのご紹介 https://www.m-ikkou.co.jp/ir/

▶ 株主メモ
事 業 年 度 ３月１日から翌年２月末日

定 時 株 主 総 会 ５月

基 準 日 ２月末日（その他必要があるときは予め公告いたします）

期 末 配 当 金 受 領 株 主 確 定 日 ２月末日

中 間 配 当 金 受 領 株 主 確 定 日 ８月31日

株 主 名 簿 管 理 人 三菱UFJ信託銀行株式会社

同 連 絡 先 東京都府中市日鋼町1-1
三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部
TEL 0120-232-711（通話料無料）

公 告 の 方 法 電子公告
〈https://www.m-ikkou.co.jp/〉
ただし、電子公告を行うことができない場合、その他やむを得ない事由が生じたときは、
日本経済新聞に掲載します。

証 券 コ ー ド 3353
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三重会館前

駅入口

県庁前

■ JR・近鉄・伊勢鉄道「津」駅東口隣接（名古屋より50分、大阪より85分）
■ 国道23号線至近

株主総会会場のご案内
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